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【国土交通省補助事業】 
令和２年度 改正建築物省エネ法講習 

（小・中規模建築物設計者用）開催のご案内 

 

令和元年 5 月 17 日に改正建築物省エネ法が公布されました。これにより、300 ㎡未満の小

規模建築物においては、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務付けられ、省エ

ネ基準への適合義務制度の対象が、現行の 2,000 ㎡以上から 300 ㎡以上の中規模建築物まで

拡大されます。 

本講習では、令和 3 年 4 月の施行に向けて主に 300 ㎡前後の小・中規模非住宅建築物の設

計者を対象とした改正建築物省エネ法の概要および省エネ性能に係る計算方法のポイント等

を解説していますので、ぜひご受講ください。 

なお、本講習で使用するＤＶＤと同じ内容の動画を（一社）日本建築士事務所協会連合会の

ホームページ上に公開します。あわせて講習テキストも公開しますので、動画を視聴する際に

ご活用ください。 

共  催  一般社団法人岩手県建築士事務所協会 

      一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 

開催日時  令和２年１２月１日（火）１３：００～１６：４０ （受付１２：３０～） 

会  場  いわて県民情報交流センター アイーナ ８階 ８０４Ａ 

       住 所：盛岡市盛岡駅西通 1-7-1  ＴＥＬ： 019-606-1717 

定  員  ５０名（先着順） 

 ※新型コロナウイルス感染防止対策として、会場の収容人数の５０％以下としています 

対 象 者  建築士事務所に所属する職員等 

受 講 料  無 料 

講習形態  ＤＶＤ講習 

締め切り  令和２年１１月２４日（火）必着 但し定員に達し次第締め切りとなります。 

申込方法  申込書にご記入のうえ、ＦＡＸにて送信ください。受付押印をし、受講票を 

ＦＡＸにてお送りいたします。 

テキスト  改正建築物省エネ法講習テキスト（小・中規模建築物設計者用） 

      ※講習会当日に無料配布 

受講にあたっての注意事項 

 ・発熱や咳、咽頭痛などの症状がある方は受講をお控えください。 

・マスクの着用および手指洗浄へのご協力をお願いします。 

その他 

 ・新型コロナウイルスの感染状況により、講習会を延期もしくは中止する場合があります。 

 ・講習テキストおよびＤＶＤ（動画）は、令和２年７月時点での情報に基づき作成します。 

今後、計算法等の更新・改善が見込まれます。 

・本講習会は、建築ＣＰＤ情報提供制度の対象外です。 

動画配信期間 

 令和２年１０月末～令和３年１月末（予定） 

 公開先 （一社）日本建築士事務所協会連合会 http://www.njr.or.jp/ 

  ※視聴後はアンケートへのご回答をお願いします 

受講料無料 

裏面にプログラム・申込書有り 
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【個人情報の取扱いについて】お申込みいただいた個人情報は本講習会用として使用し、他の目的では一切使用いたしません。 

プログラム  

時   間 内   容 

挨   拶 

１３：００～１３：０５ 

一般社団法人岩手県建築士事務所協会 

   副会長兼専務理事   鍋倉 孝行 

第１部 

１３：０５～１４：１０ 

（65分） 

◇「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」 

の概要 

◇建築物省エネ法に係る規制措置 

◇建築確認・省エネ適合性判定等に係る手続き① 

１４：１０～１４：２０       休憩 

第２部 

１４：２０～１５：１５ 

（55分） 

◇建築確認・省エネ適合性判定等に係る手続き② 

◇エネルギー消費性能等の計算方法 

 

１５：１５～１５：２５       休憩 

第３部 

１５：２５～１６：４０ 

（75分） 

◇非住宅用途に係る簡易計算法の解説 

・モデル建物法  

・小規模版モデル建物法 

アンケート記入 

 

令和２年度 改正建築物省エネ法講習（小・中規模建築物設計者用）

講 習 会 
 

申込書 兼 受講票 
 

 

 

 

 

（一社）岩手県建築士事務所協会（FAX ０１９－６５１－８６７７） あて 

🔶当日のこの受講票をご持参のうえお越しください。   

■ご記入の上岩手県建築士事務所協会へＦＡＸ送信ください。                  番号 №               

ふりがな  

受講者氏名 
 

事務所名 
 

所在地 

〒     - 

連絡先電話番号         

ＦＡＸ番号  

        

 
受付印（押印後受講票として扱います。） 

日・時間   １２月１日（火）   １３：００ ～ １６：４０ 

会  場  いわて県民情報交流センター アイーナ 8階 ８０４Ａ 

      盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 TEL 019-606-1717 
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改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト配布について 

※12月 1日の講習会使用テキストとは別になります。 

 

 国土交通省では、改正建築物省エネ法の内容について学べるオンライン講座を開設して

おります。 

▼改正建築物省エネ法 オンライン講座 WEB サイト https://www.shoene.org/ 

 

 岩手県建築士事務所協会ではテキストの無料配布を行っておりますが、ご希望の方へ今

回の講習会当日に受付にて配布いたします。まだ入手していない方で持ち帰り希望の方は

注文書をＦＡＸにて送信ください。 

 当日お持ち帰り出来ない方は、後日事務所協会までお越しください。その際は備考欄にそ

の旨ご記入ください。 

※北海道版含めると１セット７冊となり８センチの厚さになります。お持ち帰りにはご留

意ください。 

 
 

注 文 書 
  

・オンライン講座テキストを１セット希望します。 

 

              事務所名                                                  

  

              備考欄                         

 

内 容  ①改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト（全国版）       368Ｐ 

    ②改正建築物省エネ法オンライン講座テキスト（北海道版）      356Ｐ 

    ③建築物省エネ法に基づく規制措置・誘導措置に係る手続きマニュアル 363Ｐ 

    ④中規模建築物事例 設計・監理資料集               196Ｐ 

    ⑤住宅省エルギー技術講習テキスト 基準・評価方法編        366Ｐ 

    ⑥住宅省エルギー技術講習テキスト（全国版）            158Ｐ 

    ⑦住宅省エルギー技術講習テキスト（北海道版）           136Ｐ 

                            以上７冊で１セットとなります。 

 

 送信ＦＡＸ番号  ０１９－６５１－８６７７ 

 

 

申込・問合先 （一社）岩手県建築士事務所協会 事務局 

       盛岡市名須川町１８番１６号 建築会館  TEL 019-651-0781 FAX 019-651-8677 

                           Ｅﾒｰﾙ iwajk@estate.ocn.ne.jp 

 

テキストを無料配布しています 

https://www.shoene.org/

